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お知らせ 11 月

特
定
公
共
賃
貸
住
宅
お
よ
び

町
営
住
宅
等
の
入
居
者
募
集

○
特
定
公
共
賃
貸
住
宅

■
各
住
宅
の
募
集
戸
数

久
賀
地
区
新
開
団
地
住
宅　

１
戸

東
和
地
区
伊
保
田
東
住
宅　

１
戸

橘
地
区
お
れ
ん
じ
ヒ
ル
ズ　

４
戸

■
入
居
資
格

・
入
居
し
よ
う
と
す
る
方
全
員
（
申

込
家
族
）
の
控
除
後
の
所
得
の
合

計
額
が
月
額
で
15
万
８
千
円
を
超

え
48
万
７
千
円
以
下

・
自
ら
居
住
す
る
た
め
の
住
宅
を

必
要
と
し
て
い
る
人

・
地
方
税
完
納
者

・
公
営
住
宅
家
賃
完
納
者

・
申
込
者
ま
た
は
同
居
し
よ
う
と
す

る
親
族
が
暴
力
団
員
で
な
い
こ
と

※
特
定
公
共
賃
貸
住
宅
入
居
者
お

よ
び
持
ち
家
の
あ
る
方
は
、
入
居

申
込
み
は
で
き
ま
せ
ん
。

※
単
身
入
居
可

※
連
帯
保
証
人
２
名
が
必
要
に
な

り
ま
す
。（
町
営
住
宅
入
居
者
不
可
）

※
敷
金
（
家
賃
の
３
カ
月
分
）
の

納
付
が
必
要
に
な
り
ま
す
。

○
町
営
住
宅
等

■
各
住
宅
の
募
集
戸
数

久
賀
地
区
新
開
団
地
住
宅

  （
高
齢
者
向
け
）　　
　
　

  

４
戸

久
賀
地
区
新
開
団
地
住
宅　

１
戸

久
賀
地
区
新
開
青
木
住
宅　

１
戸

久
賀
地
区
八
幡
住
宅　
　
　

３
戸

久
賀
地
区
西
ヶ
原
住
宅　
　

４
戸

久
賀
地
区
向
津
原
上
住
宅　

３
戸

久
賀
地
区
向
津
原
下
住
宅　

４
戸

久
賀
地
区
山
下
浜
住
宅　
　

１
戸

久
賀
地
区
砂
田
住
宅　
　
　

１
戸

大
島
地
区
五
反
田
住
宅　
　

２
戸

大
島
地
区
第
二
中
塚
住
宅　

４
戸

東
和
地
区
伊
保
田
住
宅　
　

１
戸

橘
地
区
栄
住
宅　
　
　
　
　

８
戸

橘
地
区
栄
住
宅

（
単
身
入
居
可
）　　
　
　
　

３
戸

■
入
居
資
格

・
入
居
し
よ
う
と
す
る
方
全
員
（
申

込
家
族
）
の
控
除
後
の
所
得
の
合

計
額
が
月
額
で
15
万
８
千
円
以
下

（
た
だ
し
、
高
齢
者
・
障
害
者
等
の

世
帯
は
21
万
４
千
円
以
下
）

・
同
居
し
よ
う
と
す
る
親
族
が
あ

る
人
（
単
身
入
居
可
の
住
宅
に
単

身
入
居
す
る
場
合
を
除
く
）

・
現
に
住
宅
に
困
窮
し
て
い
る
こ

と
が
明
ら
か
な
人

・ 
地
方
税
完
納
者

・ 
申
込
者
ま
た
は
同
居
し
よ
う
と
す

る
親
族
が
暴
力
団
員
で
な
い
こ
と

※
単
身
入
居
可
の
住
宅
は
広
さ
に

制
限
が
あ
り
ま
す
。

※
高
齢
者
向
け
の
住
宅
は
60
歳
以

上
の
方
の
み
申
込
み
が
で
き
ま
す
。

※
障
害
者
の
方
は
単
身
で
も
申
込

み
で
き
ま
す
。

　

た
だ
し
、
日
常
生
活
（
歩
行
、

自
炊
お
よ
び
食
事
、
着
脱
衣
、
入

浴
、
排
泄
等
）
に
支
障
が
あ
る
方

は
、
入
居
申
込
み
は
で
き
ま
せ
ん
。

※
町
営
住
宅
入
居
者
、
持
ち
家
の

あ
る
方
は
、
入
居
申
込
み
は
で
き

ま
せ
ん
。

※
連
帯
保
証
人
２
名
が
必
要
に
な

り
ま
す
。（
町
営
住
宅
入
居
者
不
可
）

※
敷
金
（
家
賃
の
3
カ
月
分
）
の

納
付
が
必
要
に
な
り
ま
す
。

■
申
込
期
間

　

11
月
15
日
㈫
～
11
月
30
日
㈬

■
選
考
方
法

　

応
募
者
多
数
の
場
合
は
、
公
開

抽
選
に
よ
り
決
定
し
ま
す
。
な
お
、

申
込
締
切
日
ま
で
に
応
募
の
な
い

住
宅
に
つ
い
て
は
、
申
込
締
切
後

４
週
間
に
限
り
先
着
順
で
申
込
み

の
受
付
を
行
い
ま
す
。

■
家
賃

　

所
得
に
応
じ
て
決
定

■
入
居
に
つ
い
て

　

入
居
可
能
日
以
降

※
請
書
等
必
要
書
類
が
揃
い
次
第

順
次
入
居
可
能
日
を
決
定
し
ま
す
。

※
申
込
方
法
な
ど
の
詳
し
い
こ
と

は
、
役
場
生
活
衛
生
課
公
営
住
宅

班
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ

い
。
な
お
、
応
募
要
項
お
よ
び
申

込
書
等
は
生
活
衛
生
課
、
総
合

支
所
お
よ
び
出
張
所
に
て
お
渡
し

い
た
し
ま
す
。
ま
た
、
周
防
大
島

町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
も
ダ
ウ
ン

ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

■
問
い
合
わ
せ

　

生
活
衛
生
課 

公
営
住
宅
班　

☎
０
８
２
０
（
７
９
）
１
０
１
０

土
地
・
家
屋
台
帳
の
閲
覧
制

度
の
変
更
に
つ
い
て

　

こ
れ
ま
で
、
住
民
サ
ー
ビ
ス

の
一
環
と
し
て
、
土
地
・
家
屋

台
帳
の
閲
覧
を
不
動
産
登
記
法

第
１
１
９
条
の
取
り
扱
い
に
準
じ

て
、
ど
な
た
に
も
閲
覧
を
行
っ
て

ま
い
り
ま
し
た
が
、
近
年
、
個
人

情
報
保
護
法
の
施
行
や
住
民
基
本

台
帳
法
の
改
正
（
閲
覧
の
制
限
）

な
ど
に
よ
り
、
個
人
情
報
の
取
り

扱
い
が
慎
重
に
な
っ
て
き
て
お

り
、
個
人
情
報
保
護
の
観
点
か
ら
、

平
成
28
年
12
月
1
日
以
降
、
物
件

の
所
有
者
ま
た
は
そ
の
相
続
関
係

者
以
外
の
方
は
委
任
状
が
必
要
に

な
り
ま
す
。

※
山
口
地
方
法
務
局
柳
井
出
張
所
で

は
今
ま
で
ど
お
り
閲
覧
で
き
ま
す
。

■
問
い
合
わ
せ

　

税
務
課 

課
税
第
２
班

☎
０
８
２
０
（
７
４
）
１
０
０
８

国
民
年
金
保
険
料
の
控
除
証

明
書
が
送
付
さ
れ
ま
す

　

国
民
年
金
保
険
料
は
、
納
付
さ

れ
た
全
額
が
社
会
保
険
料
控
除
の

対
象
に
な
り
、
年
末
調
整
や
確
定

申
告
の
際
に
１
年
間
の
納
付
額
を

募
集

お
知
ら
せ


